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痴呆症と認知症
•なぜ、痴呆症が認知症に病名変更
したのか、その背景、その過程、そ
の結果について考えるのが、この講
義の目的です。
•認知症と痴呆症は同じものです。
•英語の dementia の訳語です。
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痴呆症（dementia）
•アメリカ精神医学会は痴呆あるいは痴呆症
（dementia）に入るものを以下の５つのカテゴリ
にわけている（DSM-IV-TR）。
•1.　アルツハイマー型痴呆症／アルツハイマー型認
知症
•2.　血管性痴呆（以前には多発梗塞性痴呆と呼ばれ
ていた）／血管性認知症
•3.　他の一般的疾患による痴呆症／認知症
•4.　物質誘発の持続的痴呆症／認知症
•5.　複数の病因による認知症3

虚構としての痴呆
•痴呆の定義に関する、DSM-III-Rから
DSM-IVへの変更で興味深い点は、痴呆
そのものの全体の定義をおこなうことを
放棄し、修飾語・形容詞がつく痴呆の集
合体を痴呆の疾病グループであると理解
している点である。
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意識状態が脱落した
•これらの痴呆症ないしは後に詳しく説明する認
知症（どちらも dementia すなわち「意識状
態が脱落した」という意味である）には、最大
でＡからＦまでの診断基準が記載されている
が、上にあげた５つの痴呆症にはすべてＡとＢ
の診断基準が含まれている。すなわち、この診
断基準による痴呆症とは以下の２つの規準に入
るものをいう。
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診断基準　A
• Ａ.　多彩な認知欠損の発現で、それ以下の両方により明らかにさ
れる。

• （１）記憶障害（新しい情報を学習したり、以前に学習した情報を
想起する能力の障害）

• （２）以下の認知障害のひとつ（またはそれ以上）
• -（a）失語（言語の障害）
• -（b）失行（運動能力は損なわれていないにもかかわらず動作を
遂行する能力の障害）

• -（c）失認（感覚機能が損なわれていないにもかかわらず対象を認
識または同定できないこと）

• -（d）実行機能の障害［実行機能とは、計画を立てる、組織化す
る、順序立てる、抽象化する、ことである］
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診断基準　B

•Ｂ.　［上の］基準Ａ（１）ならびにＡ
（２）の認知欠損は、そのおのおのが、
社会的または職業的機能の著しい障害を
引き起こし、病前の機能水準からの著し
い低下を示す。
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精神遅滞と痴呆
•痴呆症（認知症）を説明する教科書には必ず
といっていいほど登場するのは、痴呆症が、
人間の成長途上において知能が正常に発達し
ない「精神遅滞」との区別である。つまり、
痴呆症は、正常な知能を維持して日常生活を
送っていたものが、何らかの原因で「著しい
低下」を起こした病的な状態をさす病名であ
る。
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名称変更の決定
•病名としての痴呆症は、2004年末より政府厚
生労働省内部での議論をもとに、公的な用語と
しては、それまでの痴呆症を認知症と呼び変え
ることに決定し、2005年に改正された介護保
険法では、その定義が行われている。ただし、
その改正では、それまでの「痴呆」を「認知
症」に置き換えになっている。介護保険法では
「認知症」を次のように定義している。
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介護保険法の「認知症」
•認知症とは、「脳血管疾患、アル
ツハイマー病その他の要因に基づ
く脳の器質的な変化により日常生
活に支障が生じる程度にまで記憶
機能及びその他の認知機能が低下
した状態」
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スティグマとしての「ぼけ」

•日本語の日常的用語としての「ぼけ・惚
け・呆け」や「痴呆」は、病名というよ
りも、当事者の老化にともなう生理的変
化が、周りの人たちによって問題化され
た時のスティグマのラベルとして使われ
ることが多い［→医療化］。
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専門家と一般の人の語感のちがい
•もちろん、当時の日本人の言語感覚から言っ
て、より日常語にちかい「ぼけ」と、医学用語
としてすでに確立していた「痴呆」ではスティ
グマの度合いは異なり、種々のアンケートに
よっても、専門家は痴呆に対してそれほどス
ティグマ（烙印）の印象を持たないのに対し
て、一般の人たちはより強いスティグマの意識
をもっていたことがわかる。
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病名変更の当事者たち
•そのため、病名として痴呆症
（dementia）を使っていた老
年精神医学を中心とした医師や
研究者たちが、病名の変更に関
する協議を2004年から開始し
た。

13

痴呆名称に関する検討委員会
• その経緯は、２００４年３月 高齢者痴呆介護研究・研
修大府センター（現在の、認知症介護研究・研修大府
センター）長・柴山漠人から問題提起がなされ、６月
に日本老年精神医学会（松下正明理事長ーー都立松沢
病院長）の中に委員会が設置された。この組織の正式
名称は「痴呆名称に関する検討委員会」といい、松下
が座長を務めた。11月における厚労省検討会へのヒア
リングには文書において松下個人が意見書を書き「認
知症」がふさわしい旨の意見表明をおこなっている。
小澤勲も同時期に認知症名称に賛同している。
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要望書の提出
•このグループは、2004年4月「吉日」に、長谷川和
夫（高齢者痴呆介護・研究・研修東京センター長）・
柴山漠人・長嶋紀一（高齢者痴呆介護・研究・研修仙
台センター長）による３名の連名で「「痴呆」の呼称
の見直しに関する要望書」という文書を作成し、坂口
力・厚生労働大臣（当時）に提出した。この文書中に
は「したがって、この際、できれば呼称の見直しを希
望するところであります」との文言があり、痴呆の呼
称変更は、これらの権威者たちによってすでに規定の
方針であったことがわかる。15

痴呆対策推進室
•これと同じ時期（2004年4月）、老健
局計画課に「痴呆対策推進室」が設置さ
れる。痴呆の名称変更は、この設立され
たばかりの推進室にとっても、その組織
の存在感をアピールし、政策を円滑に進
めるためにも不可欠な課題のひとつに
なっていたようだ。
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「痴呆」に替わる用語に関する検討会
• 厚生労働省では「「痴呆」に替わる用語に関する検討
会」ーーこの委員会名称からは組織された時点で改称
することが前提になっていたように思われるーー（座
長：高久史麿）を2004年6月21日（1回）、9月2日
（2回）、9月13日から10月29日パブリックコメント
として自治体・学会・家族会・医療福祉関係者等に意
見をもとめて集約し、11月19日（3回）、12月24日
（4回）ーーただし最後は、新しい用語の決定と報告書
のとりまとめについて報告されただけで実質議論はな
かったものと思われるーーにわけて開催した。
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人たち
• この時のメンバーは、高久座長（自治医科大学長・日本医学
会長、肩書当時）の他に、井部俊子（聖路加看護大学長）、
高島俊男（エッセイスト）ーー1937年生、中国文学者で岡
山大学助教授時代に親の看病のため辞職し文筆業に転じ
たーー、辰濃和夫（1930年生、元朝日新聞論説委員）、野
中博（日本医師会常任理事）、長谷川和夫（高齢者痴呆介護
研究・研修東京センター長、聖マリアンナ医科大学理事
長）ーー痴呆症研究の第一人者で長谷川式スケール考案
者ーー、堀田力（さわやか福祉財団理事長）である。なお厚
労省老健局長は中村秀一（当時）。
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アンケートの結果
•2004年 ９月から１０月にかけて 厚生労働
省が一般の人たちに意見を募集した。その
際、約半数［6333件の有効回答のうち
56.2％］の回答者が「痴呆」に不快感を
持っていることが判明した。新呼称の候補と
しては「認知障害」（22.4％）「認知症」
（18.4％）が上位に選ばれた。
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堀田の抵抗
• このことから、痴呆から認知症への名称変更は、制度的には
老健局ーー局長の私的研究会を「高齢者介護研究会」（座
長：堀田力）といっていたがこれは名称問題については関与
しておらず、検討会議事録からは堀田は最後まで認知症への
改称には抵抗を示していたーーが取りまとめたようになって
いるが、実質的にその議論を開始させ、また名称変更に具体
的に介入したのが、日本老年精神医学会であると、当該の学
会が公称するのもゆえなしとは言えないーー高久「長谷川先
生は本当はこの［厚労省の］検討会の仕掛け人であられるか
ら……」『替わる用語検討会第１回議事録』。

20

2004年クリスマスイブ

•2004年12月24日づけで厚労省検討会は、
正式に認知症への名称変更を勧告した。

•公開されている検討会の議事録ならびにパ
ブリックコメントなどをまとめると、この
検討会の議事進行と名称変更経緯は以下の
ようになる。
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名称変更の経緯：１
• （１）病名を変更するか否かではなく、変更を前提にどの
ような代替案を出すかという検討会であった。

• （２）認知症と認知障害という２つの用語が長谷川から当
初から出されており、後者は既存の診断概念と抵触するの
で後に放棄された。

• （３）医療や福祉の現場での意見などは変更の必要なしと
いうものが多かったが、パブリックコメントなどでは両者
の意見は均衡ないしは変更を容認する意見が多かった。座
長の高久はこれを変更をおこなうための議事進行の正当化
に使っている。 22

名称変更の経緯：２
• （４）議事録をみるかぎり第４回目会議直前に出された松
下正明の意見書において認知症という名称を推薦する旨の
意見の威力は甚大で長谷川ならびに座長による認知症への
名称変更の議事進行に決定的な役目を果たした。

• （５）患者家族を中心とする支援グループの参考人ーー典
型例は「呆け老人をかかえる家族の会」［2006年6月以
降（社）認知症の人と家族の会と改称］の高見国生代
表ーーや医師会の野中委員が主張する性急な変更の必要が
ないという少数意見は、議事録において明らかなように正
面から取り上げられることはなかった。

23

名称変更の経緯：３
•（６）冒頭の高久座長の提案では、行政用語としての
痴呆を議論するという限定で始まったが、議論におい
ては、医学的・法的・社会支援的議論を分けることが
できなかったーー当然である。また、会議の終盤で
は、老健局から認知症の総合的な取組に関する構
想ーー老健局では2005年度の介護保険の総費用を6
兆8千億円と試算しているーーが提示されるなど、名
称変更が政策のリニューアルを国民に提示する重要な
イベントであったことが明らかである。

24



名称の抹殺
• 2004年12月日本老年精神医学会第４回検討会で，全会
一致で「認知症」に決定され、翌2005年6月16日の総
会において可決された。
• これにより学術用語としての「痴呆」については，私的
レベルーー医学界新聞の用語ーーでは容認するものの，
学会公式の場では使用しないことが正式に決定したとい
う。
• 同検討会の報告書の末尾には2005年4月からの1年間を
「例）認知症を知る1年」としてキャンペーンイヤーとす
べきであると提言している。
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結　論

•「痴呆症の用語放棄」から「認知症という新用語採
用」への変化を論じた。後者の概念の普及促進の背
景には、認知症に対する社会啓蒙と超高齢化社会に
臨む医療界からの情報宣伝の意義を当局者が十分に
認識していたことがわかる。つまり専門家（医療と
社会福祉）と厚労省と関連地方自治体の連携協力の
存在があった。またそれは、当事者や家族の意向を
必ずしも十分に尊重したものではなかった。
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